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整理合理化計画における指摘事項に対する措置状況

日本自転車振興会

整理合理化計画における指摘事項 分類 措置状況、措置予定等

【助成金交付事業（貸付事業を含む 】。）

○助成対象の重点項目及びその終了要件の明確な設定、その後の社会経 ○ ・平成１５年度補助事業から、補助対象の重点項目及びその終

済情勢の変化に即応した適切な見直しを行い、効果的な助成事業の実 了要件等を見直し、その旨補助方針に明記。

施を図る。

○国 他の特殊法人又は地方公共団体の行う事業との整合性をとりつつ ○ ・平成１５年度補助事業から、国、地方公共団体等の事業を質、 、

効率的、効果的に事業を実施するため、基準を更に明確化する。 的・量的に補完することを目的とし、国、地方公共団体等の補

助を受ける事業は補助対象としない旨を補助方針に明記。

○貸付事業は、自転車産業向けに限定する。 ○ ・平成１４年度より新規貸付を停止。改正法を平成１４年１０

月１日から施行。

○助成金交付事業について、交付先及び交付額を含め積極的な情報開示 ○ ・補助事業専用のサイトを新しく設け、交付先、交付額、事業

を行う。 内容、事業報告等を掲載し、情報開示済み。

○助成金交付の趣旨・目的・責任の明確化の観点から、助成先における ○ ・平成１５年度補助事業から、直接支援するよりも一層効果的

助成金交付事業については、当該助成先を経由したほうが合理的・効 な実施が見込まれるなど、補助先を経由した方が補助事業全体

率的であることが明らかな場合に限定する。 を合理的かつ効率的に実施しうることが明らかな場合に限り採

用する旨を補助方針に明記。

【競輪関係事業】

○管理経費の削減など更なる事業の効率化を図る。 ○ ・平成１４年１２月１日付けで、財政改革の一環として人件費

の削減、給与・退職金の合理化などを盛り込んだ予算及び業務

方法書の改正を行った。引き続き更なる事業の効率化を図る。

●当面特殊法人とするが、集中改革期間内に組織の見直しを検討し、結 × ・産業構造審議会車両競技分科会にて議決された報告書に基づ

論を得る。 く事業の構造改革の進捗状況を見極めつつ、併せて「自転車競

技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律」の施行状況

を全体的に検討する中で、引き続き検討を行う。
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＜具体的な措置状況＞ 補助方針は官報等により公表

●指摘事項〔助成金交付事業等〕

１．助成対象の重点項目及びその終了要件の明確な設定、
その後の社会経済情勢の変化に即応した適切な見直し
を行い、効果的な助成事業の実施を図る。

＜措置状況＞

１．平成１５年度補助事業から、補助対象の重点項目及び
その終了要件等を見直し、その旨補助方針に明記。

・事業の重点等を明記。
・平成１５年度補助事業の補助対象重点項目は以下のとおり。

（機械）
①ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料分野等
における先端的な技術開発の推進や知的財産の戦略的活用等に
よる我が国産業の国際競争力の強化
②製造技術の高度・効率化、企業経営の革新等に資するための企
業及び人材のＩＴ活用能力の向上及び通信ネットワークの安全性・
信頼性の確保
など

（公益）
①子供のための自転車又はモーターサイクル競技大会の開催又は
普及事業
②心のケアに関する相談等のための事業
など
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平成１４年度補助事業の補助方針までは、重点項目の終了要件について
明確な定めがなかったが、平成１５年度補助事業の補助方針から、「補助
事業に対するニーズ、当該重点項目に関連する国の支援・助成制度の状
況等を勘案しつつ、経済社会情勢の変化に即応して機動的に見直しを行
う」と記載。

（機械・公益共通）
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２．平成１５年度補助事業から、国、地方公共団体等の事業を
質的・量的に補完することを目的とし、国、地方公共団体等
の補助を受ける事業は補助対象としない旨を補助方針に明
記。

（国等の事業との整合性の確保等）

日自振・日動振の補助事業は、競輪・オートレースの売上金の一部を広く社会に還元することを目的とするものである。
かかる観点から、本補助事業では、日自振・日動振が、全国的な視野に立って、競輪・オートレースの売上金の一部を財源
とすることを明示しつつ、国等の事業を質的・量的に補完することを目的として、その支援が及びにくい分野・事業を中心
に機動的かつきめ細かい支援を行ってきている。
競輪・オートレースの売上が減少を続けている中にあっては、従来にも増して効果的かつ効率的な補助事業の実施に努
める必要があること等から、平成15年度の補助要望案件については、上記のような国等の事業を質的・量的に補完するとい
う本補助事業の位置付けを十分に踏まえて厳正な審査を行うものとする。
なお、国、地方公共団体又は他の公営競技関係団体等の補助を受ける事業は、補助の対象としない。

（機械・公益共通）
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●指摘事項〔助成金交付事業等〕

２．国、他の特殊法人又は地方公共団体の行う事業との
整合性をとりつつ、効率的、効果的に事業を実施する
ため、基準を更に明確化する。

＜措置状況＞



●指摘事項〔助成金交付事業等〕

３．貸付事業は、自転車産業向けに限定する。

＜措置状況＞

３．平成１４年度より新規貸付を停止。改正法を平成１４年１０
月１日から施行。

（改正前）

第12条の16 日本自転車振興会は、第12条の目的を達成するため、左
の業務を行う。
五 自転車その他の機械に関する事業の振興に必要な資金の融通の
ため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付を行うこと。

（改正後）

五 自転車に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行そ
の他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。

なお、日本自転車振興会において関連業務方法書を改正し、平成１４年度
より自転車産業向け以外の新規貸付を自主的に停止していたところ。
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●指摘事項〔助成金交付事業等〕

４．助成金交付事業について、交付先及び交付額を含め積極的な情報開示を行う。

＜措置状況＞ ４．補助事業専用のサイトを新しく設け、交付先、交付額、事業内容、事業報告等を掲載
し、情報開示済み。

競輪ホームページ（トップページ）

補助事業専用ページ

（トップページ）

補助金の交付先、交付額、
事業の内容等

補助事業
パンフ

6
実施済事業の事業報告



実施済事業の事業報告

補助事業パンフレット
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（補助先における補助事業を活用した助成金交付の在り方）

補助先における助成金の交付については、原則として年１回募集が行われる日自振・日動振の補助事業による支援では時
機を逸してしまう場合、長年にわたる専門的な知見、ノウハウ等が蓄積されており、日自振・日動振が直接支援するよりも
一層効果的な実施が見込まれる場合など、補助先を経由した方が補助事業全体を合理的かつ効率的に実施しうることが明ら
かな場合に限り、これを採用するものとする。
なお、かかる形態の事業において、補助先は、助成金交付事業の完了後速やかに助成金交付事業の実施内容及び成果につ
き、日自振・日動振に対し報告を行うものとする。

（機械・公益共通）

●指摘事項〔助成金交付事業等〕

５．助成金交付の趣旨・目的・責任の明確化の観点から、
助成先における助成金交付事業については、当該助成
先を経由したほうが合理的・効率的であることが明ら
かな場合に限定する。

＜措置状況＞

５．平成１５年度補助事業から、直接支援するよりも一層効
果的な実施が見込まれるなど、補助先を経由した方が補
助事業全体を合理的かつ効率的に実施しうることが明らか
な場合に限り採用する旨を補助方針に明記。
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６．平成１４年１２月１日付けで、財政改革の
一環として人件費の削減、給与・退職金の
合理化などを盛り込んだ予算及び業務方
法書の改正を行った。引き続き更なる事業
の効率化を図る。

１．職員給与・退職金の削減

（１）平成１４年１２月１日施行

職員給与規程・職員退職手当規程の改正

（平成14年11月29日平成14･11･27製第４号認可）

・本給・諸手当を見直し、年収ベースで約７％の引下げ。

・退職手当の積上率を約２０％引下げ。

（２）平成１５年１２月１日施行

職員給与規程の改正（平成15年11月10日平成15･11･06製第10号認可）

・本給を約１．１％引下げ。

２．役員給与・退職金の削減

（１）平成１４年４月１日施行

役員給与規程・役員退職手当規程の改正

（平成14年３月25日平成14･03･22製第４号認可）

・本俸月額を各役職ごとに約１２．４～５．８％引下げ。

・退職手当の額について、当該役員の在職期間１月につき「100分の36以内の割合

を乗じて得た額」→「 100分の28以内の割合を乗じて得た額」に引下げ。

（２）平成１５年１２月１日施行

役員給与規程の改正（平成15年11月10日平成15･11･06製第10号認可）

・本俸月額を約１．２％引下げ。

●指摘事項〔競輪関係事業〕

６．管理経費の削減など更なる事業の効
率化を図る。

＜措置状況＞
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（３）平成１６年１月１日施行

役員退職手当規程の改正（平成15年12月26日平成15･12･25製第22号認可）

・退職手当の額について、当該役員の在職期間１月につき「100分の28以内の割合

を乗じて得た額」→「100分の12.5の割合を乗じて得た額」に引下げ。（在任中の業
績を勘案した加減あり。）

３．役職員の減員（嘱託を除く） 職員定数：３０５名

平成１４年４月１日現在役職員数 ２１０名（役員９名＋職員２０１名）

平成１５年４月１日現在役職員数 １９８名（役員９名＋職員１８９名）

平成１６年４月１日現在約職員数 １９１名（役員９名＋職員１８２名）

４．組織改編

平成１４年度より、組織のスリム化と業務の効率的・機動的な遂行のため、２

３課１室・振興事業監査室から１８課２室・振興事業監査室に移行。

５．借室料等の削減

平成１４年５月に事務所スペースを縮小し、借室料を約１７％削減。

平成１６年度より、情報系システム等の運用分担金を約２０％削減。

６．出張旅費の見直し

平成１６年４月に旅費規程を改正。出張旅費の支給方法・支給基準等を見直
し、出張旅費の約１５％の削減を見込む。

役職員給与・補給金で平成１５年度予算において前年度に比べ１２.０％の削減を
行った。また、平成１６年度予算においては、更に７.６％の削減を行った。

10




